
新城市内の高校再編に伴うバス経路の見直しについて（Ｓバス作手線） 

◎現状 

Ｓバス作手線は、作手地区からの新城東高校への通学と各地区からの新城東高校作手校

舎への通学、上平井地区の個人病院や新城市民病院への通院、ピアゴ等への買い物客の利

用を主な目的として運行しています。 

 

【作手線運行経路見直し案変更案】 

令和２年度から新城有教館高校の生徒が新城高校校舎（最寄バス停は「新城保健所」）に

通学することから、登校時（上り）、下校時（下り）の便を新城有教館高校経由で運行する。 

新城東高校３年生は、現状と変更なく新城東高校バス停を利用できる。 

新城東高校作手校舎への通学に係る便は、これまでどおり東新町経由で運行する。 

その他の時間帯は、バイパス経由で運行し高齢者の通院、買い物等の足を確保する。 

 

作手線運行経路 

   既存（警察署経由）２２．６ｋｍ （東新町経由）２２．２ｋｍ 

   新設（保健所経由）２２．６ｋｍ （警察署±０．０ｋｍ、東新町+０．４ｋｍ） 

 

事前確認事項 

新城東高校・新城有教館高校への説明   １１月２０日に説明了承済 

 

実施日 令和２年４月１日（水）予定 

  

協議資料５ 



 

作手線運行経路図 

 

 


